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１ プランの目的 
  

「京都市民長寿すこやかプラン」は、本市における高齢者保健福祉施策の総合的

な推進と介護保険事業の円滑な運営を目的として、老人福祉法に策定が規定され

ている「高齢者保健福祉計画（老人福祉計画）」（※１）と、介護保険法に策定が規

定されている「介護保険事業計画」（※２）の２つの計画を一体的に策定していま

す。第９期プランでは、これら２つの計画に加え、新たに「認知症施策推進計画」

（※３）及び「成年後見制度利用促進計画」（※４）についても一体的に策定しま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 はじめに 

＜高齢者保健福祉計画（老人福祉計画）＞ 

※１ 老人福祉法第２０条の８により、市町村における策定が義務付けられているもの

で、元気な高齢者への健康づくりや生きがいづくり、一人暮らし高齢者への生活支援

をはじめ、寝たきりや認知症、要介護状態になることを予防するサービスの提供、さ

らには要介護高齢者への介護サービスの提供等、本市に暮らす高齢者を対象とした

保健サービスや福祉サービス全般にわたる供給体制づくり等について定めることと

されています。 

 

＜介護保険事業計画＞ 

※２ 介護保険法第１１７条により、市町村における策定が義務付けられているもので、

地域における介護保険サービスの必要量を見込み、それを確保するための方策や保

険料算定の基礎となる財政規模のほか、介護保険を円滑に運営するために必要な事

業等について定めることとされています。 

＜認知症施策推進計画＞ 

※３ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第１３条により、市町村における

策定が努力義務（※）とされているもので、認知症の人及び家族等から意見を聴いた

うえで、各市町村の実情に即した認知症施策を定めることとされています。 

  ※ 認知症基本法では、市町村は国が策定する「認知症基本計画」を基本として「市町村認知症施

策推進計画」を策定するよう努めなければならないとされていますが、現時点で、国において

「認知症基本計画」が策定されていないため、本プランで策定する「京都市認知症施策推進計

画」については、本市独自に策定するものです。 

＜成年後見制度利用促進計画＞ 

※4 成年後見制度の利用の促進に関する法律第１４条第１項により、市町村における

策定が努力義務とされているもので、成年後見制度の利用の促進に関する施策につ

いて定めることとされています。 
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１ プランの計画期間 
 

第９期プランの計画期間は、２０２４年度から２０２６年度までの３年間です。 

 「京都市民長寿すこやかプラン」は、第６期プランから「地域包括ケア計画」と

して位置付け、「団塊の世代」が７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据

え、「京都市版地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組を進めています。 

 第９期プランの計画期間中には２０２５年に到達することから、第９期プラン

では、「団塊ジュニア世代」が６５歳以上となり、高齢者人口がピークを迎える一

方、生産年齢人口が急激に減少する２０４０年を見据え、「京都市版地域包括ケア

システム」の深化・推進及び「健康長寿のまち・京都」の取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０２５年の状況 

・「団塊の世代」が７５歳以上となり、介護が必要な高齢者が急速に増加する。 

 

２０４０年の状況 

・「団塊ジュニア世代」が６５歳以上となり、高齢者人口がピークを迎える。 

・「団塊の世代」が９０歳以上となり、介護サービス需要がピークを迎える。 

・生産年齢人口が急速に減少し、担い手不足が深刻な課題となる。 
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１ プランの位置付け 
 

本市では、２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想である

「京都市基本構想」（２００１年から２５年間）の具体化のため、「はばたけ未来

へ！ 京プラン 2025（京都市基本計画）」（２０２１年から５年間）を策定し、誰

一人取り残さない（持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ））社会、レジリエンス（しな

やかな回復力）のある社会の実現に向けて取り組んでいます。 

「京都市民長寿すこやかプラン」は、この基本計画に基づく分野別計画の一つで

あり、関連する各分野別計画（京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン、京

(みやこ)・地域福祉推進指針等）との十分な連携の下に、地域包括ケアシステムの

深化・推進及び「健康長寿のまち・京都」の実現に向けて、同プランに掲げた取組

を推進していきます。 

連携する主な分野別計画のうち、「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」

とは、「健康長寿のまち・京都」の実現に向けた健康づくりや健康づくりを支える

環境づくりにおいて連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  

３ 

全ての市民を対象とし、地域や人

とのつながりのなかで市民が主体

的に健康づくりに取り組むまちづ

くりを推進し、健康寿命の延伸を

目指す。 

京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン 

京都市民長寿すこやかプラン 

主に高齢者（要援護高齢者等）を対象

とし、介護が必要な状態になっても住

み慣れた地域で暮らし続けられる「地

域包括ケアシステム」の深化・推進を

図るとともに、自立支援・重度化防止

を目指す。 

健康 

（自立した状態） 

フレイル 

 

要介護状態 

（機能障害等） 

フレイルは、適切な対策に取り組めば、 

健康な状態を取り戻すことが十分に可能で

あるため、早期に気づき、対策を行うことが

重要 

京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プランとの関係性（イメージ） 
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京都市基本構想（2001～2025年） 

 京都市基本計画 

（2021～2025年） 

各区基本計画 

（2021～2025年） 

京都市 健康長寿・口腔

保健・食育推進プラン 

（連携する取組） 

・健康寿命の延伸に向け

た各種施策の推進 

・フレイル・オーラルフ

レイル対策を含む介護

予防の推進 等 

京（みやこ）・地域福祉 

推進指針 

（連携する取組） 

・地域の特性・課題に応

じた地域づくりの強化 

・重層的支援体制の推進 

         等 

 

 

 

 

 

 

 

京
都
市
民
長
寿
す
こ
や
か
プ
ラ
ン 

（連携する取組） 

 

・地域における日常

生活支援の充実 

・地域での相談・見

守り体制の充実 

 

 

・介護サービスの充

実、介護基盤整備 

・介護・福祉に従事

する担い手の確

保・定着及び育成 

・医療と介護の連携

強化 

 

 

・介護予防の取組の

推進 

・健康づくりの取組

の推進        

等 

全世代 

全世代・多分野 
（高齢者、障害のある方、 
子ども、外国籍の方 等） 

高齢者、要支援・ 
要介護認定者、 
認知症の人 等 

     

地域共生社会 

健康長寿のまち・京都 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進 

京都府地域包括ケア構想 

（地域医療ビジョン） 

 
（連携する取組） 

・医療・介護サービスの 

整合的な整備 

・医療・介護人材の確保と

多職種連携の推進 等 

 

上位計画及び他の分野別行政計画との関係 

京都市住宅マスタープラン 

（京都市住生活基本計画） 

 
（連携する取組） 

・高齢者の居住支援の促進 

          等 

 

はぐくみ支え合うまち・ 

京都ほほえみプラン 

 

（連携する取組） 

・共生社会の実現 

・権利擁護の取組 等 
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１ 介護保険事業からみる状況 
  

※第２章で掲載する以外の各種統計データについては、京都市情報館（ホームページ）で公表しております。 

 

 

 

 

⑴ 第１号被保険者数の推移と今後の推計                   
 

   本市の第１号被保険者数は、２０２３年１０月現在で３９２，５８４人 

となっており、介護保険制度創設当初の２０００年１０月時点と比べ、 

約１．６倍となっています。  

  

第２章 高齢者を取り巻く状況 

「トップページ」⇒「健康・福祉」⇒「介護保険」⇒ 

「事業計画・統計」 

１ 

250,856 

259,826 

268,540 

274,925 

279,996 

289,548 

298,749 

308,939 

317,860 

326,479 

329,480 

332,197 

344,899 

358,226 

371,515 

380,527 

387,398 

391,211 

393,912 

395,382 

396,551 

395,760 

393,857 

392,584 
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391,273 

389,915 

406,844 
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2000年10月

2001年10月

2002年10月

2003年10月

2004年10月

2005年10月

2006年10月

2007年10月

2008年10月

2009年10月

2010年10月

2011年10月

2012年10月

2013年10月

2014年10月
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⑵ 要支援・要介護認定者数の推移と今後の推計                     
 

本市の要支援・要介護認定者数は、２０２３年１０月現在で９９，２５８人

となっており、介護保険制度創設当初の２０００年１０月時点と比べ、 

約３．１倍となっています。 

２０２４年には、要支援・要介護認定者数が１０万人を超える見込みです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）総合事業の事業対象者数※ ７６３人（２０２３年１０月現在） 

   ※ 総合事業の開始に伴い、介護保険の要介護・要支援認定に加えて新設された判定区分。 

介護予防・生活支援サービスを利用できる区分で、高齢サポート（地域包括支援センター）

又は区役所・支所で実施する「基本チェックリスト」によって基準に該当し、届出をされた

方（６５歳以上） 
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7,590

7,417
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10月

22年

10月

23年

10月

24

年度

25

年度

26

年度

40

年度

旧要支援 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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京都市
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⑶ 認定率の推移と今後の推計                       
 

    第１号被保険者数に占める要支援・要介護認定者数の割合である認定率は、  

２０２３年１０月現在で、２４．８６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 介護サービスの利用者数の推移                      
 

   利用者数は、特に「居宅系サービス利用者数」及び「居住系サービス利用者

数」の伸びが大きく、２０００年４月と比べ、２０２３年４月の「居宅系サー

ビス利用者数」については約３．６倍、「居住系サービス利用者数」について

は約３７倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

サービス種別 内容 

居宅系サービス 
訪問介護（ホームヘルプサービス）や通所介護（デイサービス）等、在宅で
利用することができるサービス 

居住系サービス 
認知症高齢者グループホーム等、入居者が在宅に近い環境で受けることがで
きるサービス 

施設サービス 
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等、施設に入所して受けることが
できるサービス 

15,796 

24,922 
31,636 33,396 33,946 

37,571 
42,273 

47,522 49,296 51,312 53,465 
49,288 50,889 52,579 54,245 55,524 57,523 

143 

353 

701 883 
1,388 

1,695 

2,403 

2,964 
3,284 

3,481 
3,831 

4,284 
4,464 

4,748 
5,015 5,119 

5,265 

7,197 

9,298 

9,793 
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10,810 

11,114 

11,521 
11,461 

11,604 
11,764 

11,828 
11,904 

11,920 
12,050 12,088 

12,080 

23,136 

34,573 

42,130 
44,786 45,986 

50,076 

55,790 

62,007 
64,041 

66,397 
69,060 

65,400 67,257 
69,247 

71,310 72,731 
74,868 
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10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000
（人）

施設サービス

居住系サービス
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⑸ 保険給付費の推移                             
 

   本市の２０２２年度の保険給付費実績は、１３８，３４１百万円となってお

り、介護保険制度が始まった２０００年度と比べ、約３．１倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 政令指定都市間の比較における本市の状況                             
 

   本市は介護サービス利用者が多いため、第１号被保険者１人当たりの保険

給付費は全国的にも高い状況にあります。２０２２年度の保険給付費におけ

る政令指定都市（２０市）間の比較によると、第２位となっています。 

１ 総人口に占める６５歳以上の高齢者の割合 第６位 

２ ６５歳以上人口に占める７５歳以上の高齢者の割合 第２位 

３ 一般世帯に占める一人暮らし高齢者世帯の割合 第５位 

４ 第１号被保険者に占める要支援・要介護認定者の割合（認定率） 第３位 

５ 第１号被保険者１人当たりの保険給付費 第２位 
※ １～２は２０２３年４月１日現在、３は２０２０年国勢調査、４は２０２３年３月末現在、 

５は２０２２年度決算比較。順位は割合や給付費が高い順 

 

⑺ 本市における一人暮らし高齢者世帯数の推移              
 

本市の一人暮らし高齢者世帯数は、２０２０年から２０４０年にかけて、 

１３．５％増加し、特に８５歳以上においては、７２．２％増加すると推計さ

れております。 

（世帯） 

  
2020 年 

2025 年 2040 年 

  
増加率 

対 2020 年比 
  

増加率 
対 2020 年比 

京

都

市 

65～74 歳 40,720 32,698 △19.7％ 42,213 3.7％ 

75～84 歳 34,728 41,803 20.4％ 31,773 △8.5％ 

85 歳～ 19,772 29,462 49.0％ 34,042 72.2％ 

総計 95,220 103,963 9.2％ 108,028 13.5％ 

全国 6,716,806 7,512,007 11.8％ 8,963,207 33.4％ 
  資料：京都市：2020 年は国勢調査（2020 年）の結果、2025 年・2040 年は国勢調査（2020 年）の結果を

基に京都市保健福祉局介護ケア推進課において推計 
     全 国：2020 年は国勢調査（2020 年）、2025 年・2040 年は国立社会保障・人口問題研究所「日本

の世帯数の将来推計（全国推計）（2018（平成 30）年推計）」 

45,707 

57,069 

73,539 

79,927 

87,320 89,387 

101,853 

110,916 

122,724 
127,421 127,375 

133,086 
138,283 
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146,055 

44,596 
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（百万円）
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１ アンケート調査からみる状況 
  

   

   

 

 

■ 調査種別及び調査対象 

種 別 調査対象 

Ａ 高齢者調査 
○ 市内在住の 65歳以上の方、4,200人 
○ 2022年 10月１日現在の住民基本台帳から無作為抽出 

Ｂ 若年者調査 
○ 市内在住の 40歳以上 65歳未満の方、1,200人 
○ 2022年 10月１日現在の住民基本台帳から無作為抽出 

Ｃ 在宅介護実態調査 

（本人向け、介護者向け） 

○ 市内在住の介護保険制度の要介護（要支援）認定を
受けている 65歳以上の方、2,000人及びその介護者、
2,000人 

○ 2022年 10月１日現在の住民基本台帳データのうち、
2022年７月に要介護（要支援）認定を受けている方か
ら無作為抽出 

Ｄ 介護サービス 

事業者調査(※) 

○ 京都市内でサービスを提供する介護サービス事業
者、370事業者 

 ※ 介護サービス事業者調査は、施設・居住系サービスを提供している京都市内の事業者

のうち、2022年７月に給付実績がある事業所を対象としています。 

■ 調査期間 

  Ａ 高齢者調査、Ｂ 若年者調査、Ｃ 在宅介護実態調査 

     ２０２２年１１月２５日（金）～２０２２年１２月２６日（月） 

   Ｄ 介護サービス事業者調査 

    ２０２２年１１月２５日（金）～２０２２年１２月２８日（水） 

■ 回収結果 

種 別 配付枚数 有効回収数 有効回収率 

Ａ 高齢者調査 4,200通 2,336通 55.6％ 

Ｂ 若年者調査 1,200通 481通 40.1％ 

Ｃ 在宅介護実態調査 
本人向け 2,000通 972通 48.6％ 

介護者向け 2,000通 628通 31.4％ 

Ｄ 介護サービス事業者調査 370通 170通 45.9％ 

■ 調査結果 

調査結果については、京都市情報館（ホームページ）で公表しております。 

 

  

 本市では、「京都市民長寿すこやかプラン」策定の基礎資料とするため、「す

こやかアンケート（高齢者の生活と健康に関する調査等）及び介護サービス事

業者に関するアンケート」を３年ごとに実施しています。 

「トップページ」⇒「健康・福祉」⇒「高齢者福祉」⇒ 

「高齢者等に関する調査」⇒「すこやかアンケート及び介護サー 

 ビス事業者に関するアンケート調査結果（令和 4年度実施）」 

 

２ 
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１ 国における２０２４年度の介護保険制度改正の状況 
  

２０２４年度の介護保険制度改正においては、今後、８５歳以上人口の割合が

上昇し、サービス受給や給付費は増加する一方、生産年齢人口は急減していくた

め、サービス基盤の整備や、人材確保、保険制度の持続可能性の確保に向けた対

応を図るとともに、社会環境の変化の中でも、高齢者の自己決定に基づき、必要

なサービスを受けられ、希望する場所で安心して生活できる社会を実現するた

め、制度や取組の強化を図ることとされています。 

 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進                                     

 １ 生活を支える介護サービス等の基盤の整備 

   ○地域の実情に応じた介護サービスの基盤整備  ○在宅サービスの基盤整備 

   ○ケアマネジメントの質の向上    ○医療・介護連携等 

   ○施設サービス等の基盤整備     ○住まいと生活の一体的支援 

   ○介護情報利活用の推進       ○科学的介護の推進 

  ２ 様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現 

   ○総合事業の多様なサービスの在り方 ○通いの場、一般介護予防事業 

   ○認知症施策の推進         ○地域包括支援センターの体制整備等 

  ３ 保険者機能の強化 

   ○保険者機能強化推進交付金等    ○給付適正化・地域差分析 

   ○要介護認定の審査の簡素化等 

Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保                   

  １ 介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進 

   ⑴ 総合的な介護人材確保対策 

   ⑵ 生産性の向上により、負担が軽減され働きやすい介護現場の実現 

    ○地域における生産性向上の推進体制の整備 ○介護現場のタスクシェア・タスクシフティング 

     ○施設や在宅におけるテクノロジー（介護ロボット・ＩＣＴ等）の活用 

    ○経営の大規模化・協働化等   ○文書負担の軽減 

    ○財務状況等の見える化 

  ２ 給付と負担 

   ⑴ 高齢者の負担能力に応じた負担の見直し 

    ○第１号保険料負担の在り方    ○補足給付に関する給付の在り方 

   ⑵ 制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し 

    ○多床室の室料負担         

 

  

３ 
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第８期プランに掲げた１５４の施策・事業（うち、新規７項目、充実１３項目）

の全てに着手し、計画の推進を図ってきました。重点課題ごとの取組状況は、次の

とおりです。 
 

重点取組１ 健康寿命の延伸に向けた健康づくり・介護予防の推進 
 
 「健康寿命の延伸」に向け、主体的に介護予防に取り組む自主グループに対し、

管理栄養士等の医療専門職等が連携して訪問し、栄養・口腔、運動、社会参加のフ

レイル対策について支援する「フレイル対策支援事業」を実施する等、地域におけ

る住民主体の介護予防の取組を支援しました。 

 また、介護予防・日常生活支援総合事業における「移動支援型ヘルプサービス」

をモデル事業として開始し、介護予防の取組を推進しました。 
 
 

重点取組２ 地域で支え合う地域共生のまちづくりの推進 
 
 地域で支え合う体制づくりを進めるため、「地域支え合い活動創出コーディネー

ター」を中心に、生活支援サービスに関する高齢者ニーズや地域資源の把握に取り

組むとともに、「地域支え合い活動調整会議」の実施により、他分野の関係機関や

地域の多様な主体との連携・協働による生活支援サービスの創出等を推進しまし

た。 

 また、認知症高齢者等が住み慣れたまちで自分らしく安心して暮らしていくた

めに、「成年後見支援センター」において成年後見制度の普及・啓発や市民後見人

の養成等に取り組むほか、「認知症初期集中支援チーム」等による認知症の早期発

見・早期対応の促進や、認知症の本人・家族のニーズや思いを踏まえた社会参加の

取組等、認知症の人やその家族に対する支援の更なる強化に取り組みました。 
 
 

重点取組３ 住み慣れた地域で暮らし続けるための住まい環境の確保と支援の充実 
 

「介護離職ゼロ（仕事と介護の両立ができず介護のために離職する人をな

くす）」の実現に向けて、介護サービス基盤の充実等、必要な介護サービス

の供給量の確保等に取り組むとともに、介護に従事する担い手の確保・定着及

び育成に向けて、介護職場の魅力発信や、外国人介護人材の受け入れ支援等、京都

市老人福祉施設協議会、京都地域密着型サービス事業所協議会及び京都府介護老

人保健施設協会との連携により、更なる担い手確保の取組を行いました。 

また、「在宅医療・介護連携支援センター」において、高齢者が住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよう、医療・介護をはじめとする

多職種が円滑に連携できる仕組み・環境づくりに取り組みました。 

 

 

 

第３章 第８期プランの取組状況 
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■ 主な数値目標の達成見込み 

目標指標 計画値(2023年度) 実績値（見込み） 

通いの場の箇所数 １，０４０箇所※１ ８０３箇所 

７５歳以上８４歳以下の方の認定率（第

１号被保険者数に占める要支援・要介護

認定者数の割合） 

２４．３６％以下 
２３．８２％ 

（2023 年９月末） 

７５歳以上８４歳以下の方の主観的健

康観について「よい」と回答している方

の割合 

７３．３％以上 ７１．０％※２ 

地域支え合い活動調整会議を通じて支

援した取組等の数（累計）※３ 
１８０件※４ 

２１０件 

（2023 年９月末） 

認知症初期集中支援チームによる医

療・介護への引継割合※５ 

９０．５％ 

※上記水準を維持 
１００％ 

個別ケースの地域ケア会議の開催回数 ３６６回※６ ２６３回 

高齢サポート（地域包括支援センター）

を認知している人の割合 
５５．０％以上 ５６．０％※２ 

７５歳以上８４歳以下の方で、手段的

自立度の評価が低下者とされた方の割

合※７ 

９．４％以下 １２．２％※２ 

※１ 健康長寿サロン、健康すこやか学級、介護予防を行う自主グループや、健康づくりサポーターの活動、その他本

市が把握する通いの場の合計値 

※２ ２０２２年度すこやかアンケート（高齢者調査）に基づく。 

※３ ２０１７年度からの累計値。 

※４ ２０２０年度末の見込値から加えて、毎年度３６以上を目標とする。 

※５ 介入時に医療または介護サービスにつながっていなかった対象者のうち、支援終了時に医療または介護サービス

につながった対象者の割合 

※６ 各高齢サポートで年６回以上の開催を目標とする。 

※７ 活動的な日常をおくるための能力（手段的自立度：ＩＡＤＬ）を５点満点で評価し、４点以下を「低下者」とし

ている。 

 

■ 主な施設・居住系サービスの整備等目標数 

目標指標 2021年度 2022年度 2023年度 達成率 

特別養護老人ホーム 

（介護老人福祉施設） 

6,883 6,993 7,103 
100.4％ 

6,792 6,767 7,133 

認知症高齢者グループホーム 

(認知症対応型共同生活介護) 

2,532 2,604 2,654 
99.0％ 

2,469 2,526 2,627 

介護専用型特定施設 
2,406 2,589 2,772 

100.0％ 
2,423 2,615 2,772 

  ※ 上段：計画値 下段：整備実績（2023 年度は見込数） 


